
   

税務ＱＡ                １７．１１－２ 
 
 Ｑ１  （医療法人に賃貸している診療所の相続評価） 
医療法人成りの際設立をできるだけ容易にするため、診療所の建物及びその敷地は

出資せず個人から法人への賃貸としましたが、将来後継者である息子に相続となっ

た場合、その土地、建物はどのように評価されますか。 

Ａ 

    ポイント 

（１） 診療所の建物は固定資産税評価額から借家権割合を控除して評価され、敷地は 
  路線価等による自用地価額から借地権割合に借家権割合を乗じた割合を控除して 
評価されます。 
（２） 敷地について小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の課税価格は、特定 

  同族会社事業用宅地等に該当する場合４００㎡まで８０％減額となります。 

 

１．医療法人に賃貸している診療所の建物及びその敷地の評価 

   医療法人の設立に当たり、院長個人の診療所の建物及びその敷地を医療法人に現物出資せず診療

所建物を医療法人に賃貸しますと、建物は「貸家」として借家権割合を差し引いて評価され、土地

は「貸家建付地」となり更地の相続税評価額より下がるため、結果として相続税対策になります。 

（１）貸家となる診療所の評価 

      家屋の評価は､固定資産税評価額により評価されますが､医療法人に賃貸している診療所の建物

は貸家になり、貸家の価額はおおむね３０％の借家権割合（地域により異なります。）を差し引い

て評価されます。 

  固定資産税評価額   ×（１ － 借家権割合 × 賃貸割合  ）＝   評価額  

    （注）借家権割合は、各国税局ごとに定められており、例えば東京国税局管内については３０％

となっています。 

（２）貸家建付地となる敷地の評価 

   宅地の評価については､まず路線価（又は固定資産税評価額×倍率）をもとに自用地価額を求め

ます。 診療所を医療法人に賃貸した場合、土地も個人で使用することができなくなりますので、

医療法人の使用により土地の利用が制限される割合を差し引いて土地を評価するのが貸家建付地

の評価減で、借地権割合に借家権割合を乗じた割合を控除して計算します。 

  自用地価額  ×（１ －  借地権割合  ×  借家権割合  ×  賃貸割合  ）＝  評価額  

    （注) 借地権割合は路線価図又は評価倍率表に掲載されています。 

      路線価図･･･ 図の中に記号が記載され、図の上部に記号別の借地権割合が記載されてい

ます（Ａ：９０％、Ｂ：８０％、Ｃ：７０％、Ｄ：６０％、Ｅ：５０％、Ｆ：

４０％、Ｇ：３０％）。 

      評価倍率表･･･表の中に借地権割合の欄があり、そこに記載されています。 
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（３）評価計算事例 

    理事長個人が医療法人に賃貸している診療所の建物の相続税評価額（固定資産税評価額） 

が２，０００万円、その敷地４００㎡の更地としての相続税評価額が６，０００万円である場合 

の評価額を計算してみましょう。 借地権割合６０％、借家権割合３０％とします。 

              医療法人に診療所を賃貸している場合         個人経営の場合 

           （固定資産税評価額）  （借家権割合） 

建物の評価  ２，０００万円×（１－３０％）＝１，４００万円      ２，０００万円 

          （自用地価額）   (借地権割合)(借家権割合）   

    土地の評価   ６，０００万円×（１－６０％×３０％）＝４，９２０万円 ６，０００万円      

    評価額合計   １，４００万円 ＋ ４，９２０万円＝６，３２０万円     ８，０００万円   

   診療所の建物は、３０％の借家権割合を差し引いて評価され、２，０００万円から１，４００ 

万円に、６００万円の減額となり、また、診療所の敷地は、借地権割合に借家権割合を乗じた割 

合１８％を自用地価額から控除して評価され、６，０００万円から４，９２０万円に、１，０８ 

０万円の評価減となっています。 よって、法人化しない場合と比較すると診療所と敷地の評価 

減少額合計は、１，６８０万円となります。 

 

２．後継者が診療所の敷地を相続して小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の課税価格 

（１）「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の要旨 

    相続人が相続によって取得した財産のうちに、被相続人の事業の用に供されていた宅地で建物の
敷地の用に供されているものがある場合には、小規模宅地等の「特定同族会社事業用宅地等」に該

当する場合は４００㎡までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額は、その宅地等の価

額に２０％の割合を乗じて計算した金額とされます。 
（２）特定同族会社事業用宅地等とは       

   特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税の申告期限までにおいて次の①の要件 

  に該当する法人の事業（不動産貸付業等を除く。）の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取 

得者のうちに次の②の要件のすべてに該当する被相続人の親族がいるものをいいます。 

① 法人の要件 

相続開始直前において、被相続人及びその親族等が有する出資が５０％を超える法人であること。 

② 取得者の要件 

法人役員の要件――相続税の申告期限において、上記法人の役員であること。 

保有継続の要件――その宅地を相続税の申告期限まで保有していること。 

③ 特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等の範囲 

被相続人の建物があり特定同族会社がその建物を相当の対価を支払い継続的に借りて事業（不動

産貸付業等を除く。）を行っている場合。  

（３）小規模宅地等の特例を適用した敷地の相続税の課税価格 

   １．の（３）の評価計算事例で後継者が相続した診療所の敷地について、小規模宅地等の特例を

適用した場合、敷地の相続税の課税価格は９８４万円になります。 

        ４，９２０万円×２０％＝９８４万円   

 2
 



 3

損害保険料 居住用の家屋、動産などに掛けた 

控除    火災保険料、傷害保険料、医療費  最高１．５万円            最高１万円     

       用保険料など 

       特定寄付金を支払ったとき。ただ  ( 特定寄付金の    いずれ         いずれ  １０ 

 寄付金控除 し、住民税では、自治体、共同募  支払額）      か少な －１万円   か少な－万円 

       金などに限る          （所得の３０％）   い額         い額  

 障害者控除  本人､控除対象配偶者､扶養親族が  １人につき ２７万円          ２６万円 

              障害者であるとき        特別障害者 ４０万円          ３０万円 

       夫と死別・離婚して扶養親族の 

  ある人。又は夫と死別し、所得が  ２７万円               ２６万円 

 寡婦控除  ５００万円以下の人 

       所得が５００万円以下で子を扶養  ３５万円               ３０万円 

       している人 

       妻と死別・離婚して生計を一にす 

 寡夫控除  る子があり、かつ所得が５００万  ２７万円               ２６万円 

       円以下の人 

 勤労学生  本人が勤労学生で所得が一定額   ２７万円               ２６万円 

 控除    以下の人 

       配偶者の所得が一定金額以下の  一般控除対象配偶者     ３８万円   ３３万円  

 配偶者控除 とき(控除対象配偶者があるとき)   〃 （同居特別障害者） ７３万円   ５６万円 

（７０歳以上…昭和 11.1.1 以前  老人控除対象配偶者(70 歳以上)４８万円  ３８万円 

  生れ）                           〃  （同居特別障害者）８３万円   ６１万円 

 配偶者特別 配偶者の所得が一定金額以下の  最高３８万円             最高３３万円 

 控除    とき（控除対象配偶者を除く) 

                       一般扶養親族       ３８万円   ３３万円 

       親族の所得が一定金額以下のとき   〃 （同居特別障害者）７３万円   ５６万円  

       (１６歳以上２３歳未満…昭和     特定扶養親族（年齢１６歳 

       ５８．１．２から平成２．１．１    以上２３歳未満）       ６３万円   ４５万円 

 扶養控除  まで生まれ)                         〃  （同居特別障害者）９８万円   ６８万円 

        (７０以上…昭和１１.１．１以前  老人扶養親族（７０歳以上）４８万円   ３８万円 

               生まれ)                         〃 （同居特別障害者）８３万円   ６１万円 

                       同居老親（７０歳以上）  ５８万円   ４５万円 

                  〃 （同居特別障害者）９３万円   ６８万円 

基礎控除  本人の控除           ３８万円                ３３万円 

今年の変更点 ① 老年者控除５０万円が廃止されました。 ② 寄付金控除限度額が拡大されました（所 
得の２５％⇒３０％）。 ③ 国民年金の社会保険料控除を適用する場合には、確定申告
において、保険料の支払証明書の添付が義務づけられました。 

※ サラリーマンの場合、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告を

しなければなりません。  


